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１．はじめに 
 

再生可能エネルギーの導入加速化は我が国の重要なエネルギー政策である。

再生可能エネルギーの中でも、風力による発電は、大気汚染物質や温室効果

ガスを排出せず、国内で生産できることからエネルギー安全保障にも寄与で

きる重要な低炭素の国産エネルギー源の一つであり、日本の「エネルギー基

本計画」（平成 26 年４月閣議決定）においても、大規模に開発できれば発電

コストが火力並であることから、経済性も確保できる可能性のあるエネルギ

ー源と位置付けられている。 

風力発電施設（図 1）は、世界各国で広く導入が進んでおり（図 2）、我

が国でも平成 13 年頃から設置台数が増加し、平成 27 年までに 2,102 基（平

成 28 年３月末現在）(1)が導入されている。また、長期エネルギー需給見通し

関連資料（平成 27 年７月資源エネルギー庁）(2)によると、風力発電施設は、

2030 年度には約 1,000 万 kW の導入が見込まれており、現在、既に導入され

ている約 310 万 kW(1)から３倍以上増加することが予想される。 

一方、風力発電施設は、風を受けブレード（翼（よく））を回転して発電す

る構造上、ある程度の音が出る。周辺住宅等での騒音レベル（A 特性音圧レ

ベル）は、道路交通騒音等と比較して通常著しく高いものではないが、風向

風速等の気象条件が適した地域を選択する必要性から、もともと静穏な地域

に建設されることが多いため、比較的低い騒音レベルであっても苦情等が発

生している事例がある。 

そのような中、これまでに多くの風力発電事業が計画され、環境影響評価

法や条例に基づき、風力発電施設から発生する騒音等（以下、「風車騒音」と

する。）について、個別の事業ごとに事業の特性や地域の特性に応じて環境影

響評価の取組が進められてきたが、風車騒音の調査、予測及び評価に関して

は、風力発電施設特有の事象があり、これらを十分に考慮した最新の科学的

知見等に基づく手法の整備が求められている。 

これを踏まえ、本検討会では、風力発電施設の設置事業者・製造事業者、

行政（国、地方公共団体）、地域住民等の関係者の参考となるよう、主として

商業用に用いられる一定規模以上の風力発電施設を対象とし、現時点までの

知見及び風車騒音の評価方法について取りまとめた。 
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図 1 風力発電施設の機器構成例(3) 

 

 

図 2  2014 年までの累積風力発電の導入割合(4)（全世界で約 370GW） 
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２．これまでに得られた知見 

 

２－１．風車騒音の実態と環境影響に関するこれまでの研究等の知見 

風車騒音に関しては、環境影響に関する様々な研究がなされている。これら

の知見について、以下に整理する。 

（１）風車騒音に関する物理的な実態の研究等 

＜騒音の実測調査＞ 
平成22年度から平成24年度にかけて、環境研究総合推進費の公募型研究「風

力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」（研究代表者：橘秀

樹。以下、「推進費研究」とする。）において、我が国の風車騒音の実測調査が

全国規模で行われた。この研究で得られた知見(5)を以下に示す。 

 全国 29 の風力発電施設の周辺の合計 164 の測定点で得られた 1/3 オクタ

ーブバンド音圧レベルから、一般に風車騒音はオクターブ当り-4dB の傾き

のスペクトル特性を持っていることが分かった。そのうち、すべての超低

周波音領域における 1/3 オクターブバンド音圧レベルは、ISO の純音に関

する聴覚閾値や Moorhouse 他が提案している低周波音の評価のための限

界曲線を下回っており（図 3）、風車騒音の超低周波音領域の成分は、知覚

できないレベルであることがわかった。本研究プロジェクトの一部として、

暴露側における風車騒音に含まれている低周波数成分の可聴性が実験室実

験で調べられているが、その結果でも超低周波数領域の成分は聞こえない

／感じないということが確かめられている。これらの結果は、風車騒音は

超低周波音による問題ではないということを示している。 
 20Hz 以上の可聴周波数領域では、およそ 40Hz 以上の周波数域で 1/3 オク

ターブバンド音圧レベルは上記の限界曲線並びに ISO 389-7 で規定されて

いる聴覚閾値を超えている。これは、風車騒音は通常可聴周波数範囲の騒

音として議論すべきであることを意味している。 
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図 3 全国29の風力発電施設周辺164地点における風車騒音の周波数特性の

分析結果 

 

 本研究で得られた暴露側における風車騒音のすべての測定結果は、時間平

均 A 特性音圧レベルで 26～50dB の範囲に分布していた（図 4)。これら

のレベルは他の環境騒音に比べてそれほど高いとは言えないが、耳に聞こ

えるレベルであり、一般に極めて静穏な地域に立地する風力発電施設周辺

の居住域ではわずらわしさ（アノイアンス）を引き起こす可能性がある。 
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図 4 風力発電施設周辺地域における等価騒音レベル（LAeq）と対照地域にお

ける 95％時間率騒音レベル（LA95）の比較 

等価騒音レベル（LAeq）、95％時間率騒音レベル（LA95）[dB] 
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 風車騒音の距離による減衰については、風力発電施設から測定点までの水

平距離が遠くなるほど音圧レベル（図では夜間の等価騒音レベル）が低下

する（図 5）。ただし、風力発電施設の機種や測定時の向きとの関係、地

形・植生、気象条件などによって、発生する音やその伝搬が異なることか

ら、距離と等価騒音レベルとの関係にはばらつきが生じている。 
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（a）単機の風力発電施設の場合       (b)ウィンドファームの場合 

図 5 風力発電施設から測定点までの水平距離と風車騒音の関係 

 
 風車騒音には低い周波数成分が比較的多く含まれているので、その評価は

C 特性音圧レベルで行うべきとの主張がしばしば行われている。本研究の

一部として、超低周波数領域の成分も含んだ各種の環境騒音を試験音とし

てラウドネス実験を行ったところ、C 特性音圧レベルよりも A 特性音圧レ

ベルの方がラウドネス評価に適していることが分かった(6)（図 6）。したが

って、風車騒音の評価には、一般環境騒音と同様に A 特性音圧レベルを主

要な評価尺度として用いてよいと言える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 A 特性音圧レベル、C特性音圧レベルと「音の大きさ」の判断結果(6) 

風車までの距離[m] 最近接風車までの距離[m] 

(a)A 特性音圧レベルとの対応    (b)C 特性音圧レベルとの対応 
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また、落合（2013）(7)によれば、風力発電施設周辺で苦情を申し立ててい

る住居における内外音圧レベル差を測定した結果で、窓を閉めた状態の A 特

性音圧レベルにおける内外音圧レベル差は 11～18dB 程度、やや特殊なケー

スであるが玄関扉を開放した状態でのレベル差は７dB 程度となった。「騒音

に係る環境基準」における基準値の設定にあたっては、我が国の一般的住居

の遮音性能（騒音レベルで評価した内外音圧レベル差）として、窓を閉めた

状態で 25dB、窓を開けた状態で 10dB が想定されており、他の騒音と比較し

て風車騒音の屋内外のレベル差が小さいことを示している。一般に低い周波

数ほど遮音されにくいことが知られており、風車騒音に関しては、より低い

周波数成分の割合が大きいことから、遮音による屋内外のレベル差が小さく

なっていると考えられる。そのため、他の騒音があまりない静穏な環境にお

いては、風車騒音は、屋内において通常の騒音より相対的に聞こえやすくな

る点に留意が必要である。 

 
＜騒音の予測手法＞ 

国内外において適用事例が多い騒音の予測手法である ISO 9613-2：1996
と「風力発電のための環境影響評価マニュアル(第２版)」による２手法につい

て、その特徴を以下に示す。 

①ISO 9613-2:1996 
 ISO 9613-2 とは、各種の音源から屋外を伝搬する音について騒音レベルを

予測するための計算方法を定めたものであり、音が伝搬しやすい気象条件

を前提として、各種の減衰を個別に計算し、受音点での等価騒音レベルを

求めるものである。 
 計算にあたっては、騒音発生源の音響パワーレベル（単位時間当たりに発

生する音のエネルギー量）を用い、騒音の減衰について周波数のオクター

ブバンドごとに個別に計算し、最終的にオーバーオールの等価騒音レベル

を求める。 
 このため、環境影響が最大となる状況を把握するに当たっては、風力発電

施設が定格出力ないし最大出力で稼働している場合の、各オクターブバン

ド毎の音響パワーレベルに係る情報が重要となる。 
 この方法は、音が伝搬しやすい気象条件を前提とした予測手法であり、音

源の指向性や気象条件による補正（音が伝搬しやすい条件と異なる場合に

対する補正）を組み込むことが可能で、63Hz～8,000Hz のオクターブバン

ド毎の周波数に対して計算が可能である。 
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②風力発電のための環境影響評価マニュアル(第２版) 
 国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構が平成 15 年７月に

作成(平成 18 年２月、第２版に改訂)した「風力発電のための環境影響評価

マニュアル」に記載された予測手法は、風力発電施設を点音源としてモデ

ル化し、風力発電機の製造事業者等から示される音響パワーレベルを用い

るものである。 
 この手法では、伝搬過程における音の拡散による距離減衰や、空気吸収に

よる減衰を考慮している。風力発電施設が複数基設置される場合は、音響

パワーレベルを用いて算出した風車騒音のレベル（A 特性音圧レベル）を

合成することによって予測地点における騒音レベルを求めている。 
 

（２）風車騒音の人への健康影響に関する研究 

国際的にも風車騒音の健康等への影響は注目されており、数多くの研究が

進められてきている(8)。風車騒音の人への健康影響に関する研究については、

過去の研究について広く整理し、個別の研究を吟味してまとめ、専門家によ

る審査を経て医学会誌等に掲載された査読を経たレビュー（総説）論文が数

編出されている。また、2014 年にはカナダ健康省が風車騒音と健康影響に

関する大規模な調査を行いその結果を、さらに 2015 年にはオーストラリア

国立保健医療研究委員会が風力発電施設と人の健康に関する報告書と声明

を公表している。そのため、この報告書においては、風車騒音の人への健康

影響について、上記のレビュー論文や各国政府機関による報告書等を中心に

整理することとした(5),(9)～(18)。上記のレビュー論文と、個別の研究論文等の

うち主なもの、各国政府機関による報告書等の要点を表１に記載した。 

一般的に騒音による影響には、聴力損失への影響（聴力影響）、会話を妨

害される影響（会話影響）、睡眠を妨げられる影響（睡眠影響）、不快感/わ
ずらわしさ（アノイアンス）等がある。風車騒音による影響については、風

車騒音のレベルとわずらわしさ（アノイアンス）を感じる程度の間には統計

的に有意な関連が複数の論文で報告されている。また、睡眠影響については、

風車騒音のレベルとの直接的な関係性、またはわずらわしさ（アノイアンス）

の程度が上がる結果としての間接的な関係性がある可能性を示唆する知見

が報告されている。ただし、睡眠影響との関連の科学的根拠は現段階ではわ

ずらわしさ（アノイアンス）に関するものよりも限定的である。一方、聴力

影響、頭痛、耳鳴り、糖尿病、高血圧、循環器疾患等の健康影響については、

統計的に有意な根拠は認められていない。以上の知見により、風車騒音は、

わずらわしさ（アノイアンス）に伴う睡眠影響を生じる可能性はあるものの、
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人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。 

20Hz 以下の超低周波音については、諸外国においても、我が国での実測

結果と同様に風力発電施設周辺地域の住宅でのレベルは一般的に感覚閾値

を大きく下回るとされていた。また、風力発電施設から発生する超低周波音

及び低周波音と健康影響については、明らかな関連を示す知見は確認できな

かった。 

なお、風車騒音については、風力発電施設を主観的にどのようにとらえて

いるかにより、わずらわしさ（アノイアンス）が変化することが多くの研究

により報告されている。例えば、風力発電施設により景観が損なわれたと感

じる場合にわずらわしさ（アノイアンス）の度合いが大きくなるとの知見や、

風力発電施設により経済的利益が得られる場合にはわずらわしさ（アノイア

ンス）の度合いが小さくなるとする知見、さらに風車騒音には悪影響がある

のではないかという思い込みによって、わずらわしさ（アノイアンス）や他

の健康影響を訴える可能性があるとする知見等が報告されており、このよう

なバイアスや交絡要因をどのように評価するかは今後の課題である。 



 

9 
 

表 1 風車騒音の人への影響に関する主な研究（1/5） 

著者等 結果の概要 

Robert J. 

McCunney

ら(2014)(9) 

＜レビュー論文（査読論文のみを対象。162 の文献を引用）＞ 

・風力発電施設は超低周波音を発生するが、風力発電施設周辺の住宅での超

低周波音のレベルは、一般的に感覚閾値を遥かに下回る。 

・風車騒音と、自己申告の難聴、糖尿病、循環器疾患等の疾病やその他の人

の健康への有害性を示す指標との間には、明確な、あるいは一貫した関連

性は見られない。 

・複数の疫学研究により、風力発電施設の周辺に住んでいることとわずらわ

しさ（アノイアンス）の関連性が示されている。 

・風力発電施設から発生する騒音の成分（超低周波音と低い周波数成分の騒

音を含む）は風力発電施設周辺に住む人に対して特異的な健康リスクを与

えるものではない。 

・風力発電施設周辺に住むことによって生じるわずらわしさ（アノイアンス）

は個人的な要素に関連する複雑な現象である。人が風力発電施設に関連す

るわずらわしさ（アノイアンス）を訴える場合には、風車騒音よりも、風

力発電施設の視覚的影響、風力発電施設に対する態度（肯定的か否定的か）、

経済的な便益の有無等他の要素がより強く関連している。 

・風車騒音から発生する聞こえない騒音・低い周波数成分が前庭器官や蝸牛

の外有毛細胞等を刺激して人に影響するという知見も含めて検証した結

果、超低周波音・低周波音と健康への悪影響との間に関連は認められなか

った。 

Roy D. 

Jeffery ら

(2014) (10) 

＜レビュー論文（査読されていない論文も対象に含む。62 の文献を引用）＞ 

・風力発電施設が居住地域に著しく近い場合には、風力発電施設は身体的、

精神的、社会的に悪影響を与える可能性がある。 

・風力発電施設から発生する可聴音（騒音）によるわずらわしさ（アノイア

ンス）によって、様々な健康影響が引き起こされることを否定できない。 

・風力発電施設から発生する振幅変調音、聞こえる低い周波数成分の音、純

音、夜間の騒音は、わずらわしさ（アノイアンス）と他の健康影響の発現

に寄与しうる。 

・風力発電施設から発生する聞こえない低い周波数成分の音や超低周波音は、

健康影響が生じるかもしれない原因として除外できない。 
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表 1 風車騒音の人への影響に関する主な研究（2/5） 

著者等 結果の概要 

Jesper 

Hvass 

Schmidt

と Mads 

Klokker 

(2014)(11) 

＜レビュー論文（査読されていない論文も対象に含む。116 の文献を引用）＞ 

・風力発電施設は低い周波数成分の音を含む騒音を発生する。これらの音は風

力発電施設から距離が離れると低減する。 

・現時点では、風車騒音はわずらわしさ（アノイアンス）と自己申告による睡

眠障害のリスクを増加させると結論付けるのが適当と思われる。これらには

量-反応関係が見られ、許容できるレベルは LAeqでおよそ 35 dB と見られる。 

・風車騒音のその他の健康への影響（頭痛、耳鳴り、めまい、難聴）に関して

は、統計的に有意な根拠は見られなかった。 

・風力発電施設による経済的利益とわずらわしさ（アノイアンス）とは、統計

的に有意に負の関連があるとの知見も認められた。 

Loren D. 

Knopper

ら 

(2014)(12) 

＜レビュー論文（査読論文のみを対象。101 の文献を引用）＞  

・現段階での科学的知見は、電磁場、シャドーフリッカー、低い周波数成分の

音及び超低周波音が、人の健康に影響を及ぼす可能性は少ないということを

示している。 

・いくつかの研究では、可聴域の風車騒音が一部の人にわずらわしさ（アノイ

アンス）を与えている可能性を明らかにした。特に A 特性音圧レベルで 40 

dB を超える場合には、わずらわしさ（アノイアンス）と自己申告による人

への影響（睡眠障害など）とが関連しているかもしれない。 

・主観的な要素（対象としているものをどうとらえるか、または期待している

か）がわずらわしさ（アノイアンス）と関連しており、わずらわしさ（アノ

イアンス）を感じている場合には、ノセボ効果（全く悪影響のないとされる

こと等でも「悪影響があるに違いない」という思い込みによって実際に悪影

響が出てしまう効果のこと）によって他の健康影響を引き起こしている可能

性がある。そのため、一部の人達に関しては、たとえ風車騒音を制限したと

しても、引き続きわずらわしさ（アノイアンス）あるいは他の健康影響を訴

え続ける可能性がある。 
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表 1 風車騒音の人への影響に関する主な研究（3/5） 

著者等 結果の概要 

Sonoko 

Kuwano ら

（2014）(13) 

 

 風車騒音（夜間の等価騒音レベル、LAeq,n）とわずらわしさ（アノイアンス）

について量-反応関係が得られた。 

 風車騒音は交通騒音に比較してよりわずらわしさ（アノイアンス）を感じ

やすかった。 

 風車騒音が聞こえる場合には、睡眠障害に影響が見られ、LAeq,n が 40 dB

以上のときに特に顕著であった。 

 風力発電施設からの距離と施設稼働時の騒音レベルとの物理的な関係を調

査したところ、「風車騒音に非常に悩まされる」と回答した割合が、施設か

らの距離が近いほど大きかった。 

 また、夜間の等価騒音レベルで比較したところ、騒音レベルが高くなるほ

ど「非常に悩まされる」と回答する割合が増加する傾向が見られた。 

推進費研究

(2014)(5) 

 風車騒音に含まれる超低周波音及び可聴周波数領域の数 10Hz 以下の成分

は、風力発電施設周辺の居住地域で一般的に観測される風車騒音では聞こ

えるレベルではない。 

 風車騒音には音圧が規則的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）が含

まれており、その振幅変調の強さ（振幅変調度）が大きくなるとノイジネ

ス（やかましさ）が増加する傾向が確認された。 

カナダ健康

省（2014, 

2015）
(14)(15) 

 1,238 名の風力発電施設近傍（0.25～11.22km）の居住者を対象とした調

査を実施。 

 A特性音圧レベルで 46dBまでの風車騒音とQuality of life(QOL)の間に関

連性はなかった。 

 風車騒音が A 特性音圧レベルで 35dB をこえるとわずらわしさ（アノイア

ンス）は統計的に有意に増加した。 

 風車騒音への暴露と自己申告の睡眠影響、病気、ストレス、生活の質の変

化との間には統計的に有意な関連性は見られなかった。また風車騒音と客

観的な指標である髪の毛に含まれるコルチゾール、血圧、安静時心拍数、

測定による睡眠状況との間にも関連性は見られなかった。 
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表 1 風車騒音の人への影響に関する主な研究（4/5） 

著者等 結果の概要 

オーストラ

リア国立保

健医療研究

委員会

(2015）
(16)(17) 

＜4000 以上の文献を調査。騒音の他、シャドーフリッカー、電磁波も対象＞ 

 これまでの一連の知見を慎重に考察・審議した結果、風力発電施設が人の

健康に悪影響を及ぼすとする一貫性のある科学的根拠（evidence）は存在

しないと結論する。 

 身体あるいは精神の健康：風車騒音への暴露が身体あるいは精神の健康に

影響することを示す直接的な科学的根拠（direct evidence）は存在しない。 

 わずらわしさ（アノイアンス）：風車騒音とわずらわしさ（アノイアンス)

との関連について、質的には不十分であるものの一貫性のある直接的な科

学的根拠が存在する。不十分とする理由はアノイアンスの定義がそれぞれ

の調査・研究で一貫していない点と、バイアスや交絡要因の存在の可能性

からである。 

 睡眠影響：風車騒音による睡眠影響については、わずらわしさ（アノイア

ンス）ほどの一貫性がなく（文献間のばらつきがある）、また、質的にも不

十分な直接的な科学的根拠は存在する。不十分とする理由は、睡眠影響が

客観的に評価されていない点と、観察された関係には様々なバイアスや交

絡因子による説明が可能である点による。 

 超低周波音と低周波数成分を含む音：風車から発生する超低周波音と低周

波数成分を含む音が人の健康に影響を及ぼすことを示す直接的な科学的証

拠は存在しない。 
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表 1 風車騒音の人への影響に関する主な研究（5/5） 

著者等 結果の概要 

Robert V. 

Harrison 

(2014)(18) 

・風力発電施設から発生する低い周波数成分が前庭器官に影響し、めまいや

吐き気等の症状をひき起こすとする Wind Turbine Syndrome（WTS）に

ついて、生物学的に問題が生じうるか妥当性を検証。三半規管や耳石関連

器官が活性化する音圧レベルや、前庭器官が音の刺激に反応する閾値を下

げることが知られている条件等について考察した。 

・通常、VEMP 試験により前庭器官が活性化すると判断されるのは音圧レベ

ルで 110dB からである。三半規管離開症候群（Superior canal Dehiscence 

Syndrome:SCDS）の患者では閾値が下がることが知られているが、それ

でもその閾値は 85dB と報告されている。通常の風力発電施設による低い

周波数成分はこのレベルを超えない。 

・結論としては、音の刺激による前庭器官の活性化については、特に低周波

音・超低周波音に関し、十分解明されていないのが現状である。現段階の

知見からは、WTS が生物学的に起こり得るとする妥当性を示す証拠はない

と言わざるを得ない。 
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風車騒音とわずらわしさ（アノイアンス）との量-反応関係についても多

くの研究がなされている。複数の報告により、同程度の音圧レベルにおいて

は、風車騒音は他の交通騒音よりもわずらわしさ（アノイアンス）を引き起

こしやすいことが示唆されている。 

表 1 の Kuwano らの研究により得られた、日本を対象とした、風車騒音

と道路交通騒音を非常に不快であると感じた者の割合（％HA）を図 7 に示

す。この図によれば、非常に不快であるとの回答確率が 30％程度となる騒

音レベルは昼夜時間帯補正等価騒音レベル（Ldn）で 60dB 程度、20％程度

は 53dB 程度、10％程度は 43dB 程度となる。 

 

図 7 風車騒音（WTN）と道路交通騒音（RTN）の昼夜時間帯補正等価騒音レ

ベル（Ldn）
※と非常に不快と感じた者のパーセンテージ（％HA） 

※ 風車騒音については、終日定常的に運転されていると仮定し、LAeq に 6dB

を加算して Ldnを推計している。 

なお、McCunney らは、多くの研究成果より、風車騒音と関連付けられ

るわずらわしさ（アノイアンス）との間は線形の関係が見られる傾向にある

が、わずらわしさ（アノイアンス）に関連する要因としては風車騒音は 9％
から 13％の範囲の寄与にとどまり、景観への影響等、他の要因の寄与が大

きいと考えられると報告している。 
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２－２．風車騒音の聴感的な特徴 

既設の風力発電施設の設置状況を見ると、一部の施設では風車騒音に関する

苦情が生じている実態がある。 

一般に、騒音に関する苦情は騒音レベルの高さ自体が原因となることが多い。

これに対して、風車騒音に関しては、元来静かな地域に風力発電施設が設置さ

れることにより元々の騒音レベルが高い地域と比べ感知しやすいこと、風力発

電施設から発生する低い周波数の音への懸念、振幅変調音や純音性成分等の風

車騒音の音の性質などに特徴が見られる。 

 
参考：風力発電に関する苦情件数 

・平成 21 年度 全国の風力発電施設の騒音苦情等の状況アンケート調査 

回答数 389 例のうち騒音･低周波音の苦情や要望があった事例は 64 例。 

 
（１）立地環境と周辺環境 

風力発電施設は、風況を踏まえて十分な風速を確保できる地域に設置する

必要があるため、結果的に残留騒音（一過性の特定できる騒音を除いた騒音、

参考４を参照）が極めて低い静穏な地域に設置されることが多い。そのため、

風車騒音のレベルは比較的低くても、風力発電施設停止時の背景的な騒音レ

ベルが低いために感知しやすく、気になりやすいという特徴がある。 

 
（２）発生する音の特徴・性質 

風力発電施設は、他の施設から発生する騒音と比較して、より低い周波数

の騒音が発生していると一般に思われている。しかし、２－１．で示したと

おり、20Hz 以下の音（超低周波音）に関しては、音圧レベルが聴覚閾値を

超えるものは確認されていない。また、風車騒音と他の様々な騒音（表 2）
の 1/3 オクターブバンド音圧レベルを比較した結果は図 8 に示すとおりで

あり、他の様々な騒音の実測値と比較しても、風車騒音で特に低い周波数成

分の騒音の卓越が見られるわけではない。 

 

 

 



 

16 
 

表 2 様々な騒音の種類と騒音レベル 

騒音の種類 No. 内容 LAeq,10s  

[dB] 

 (a) 一般環境騒音 

1 静かな森林の中の環境音 31 
2 松林の中の風の音 61 
3 海岸部の環境音 (1) 61 
4 海岸部の環境音 (2) 54 
5 都市部の住宅地域の環境音 43 
6 郊外の住宅地域の環境音 (1) 32 
7 郊外の住宅地の環境音 (2) 38 
8 工業地帯の環境音 49 
9 夏のセミの鳴声 54 
10 秋の虫の鳴声  38 

(b) 交通騒音 

11 在来鉄道騒音 76 
12 道路交通騒音 (距離：22 m) 76 
13 道路交通騒音 (距離：85 m) 63 
14 道路交通騒音 (距離：85 m, 建物内部) 43 
15 航空機騒音 65 

(c) 乗物の中の騒音 

16 ジェット旅客機客席 (1) 73 
17 ジェット旅客機客席 (2) 81 
18 新幹線車内 68 
19 新幹線車内（トンネル通過時）  71 
20 在来鉄道車内 70 
21 在来鉄道車内（鉄橋通過時） 70 
22 乗用車室内（高速道路走行中）  72 

(d) 種々の騒音 

23 空調騒音 (1) 40 
24 空調騒音 (2) 61 
25 空調騒音 (3) 66 
26 地下鉄からの固体伝搬音 45 
27 鉄道駅のコンコース 64 
28 建設工事騒音（コンクリート破砕機） 79 

(e) 風車騒音 

29 風車騒音（風車近傍） 56 
30 風車騒音（住宅地域：屋外） 43 
31 風車騒音（住宅地域：室内） 27 
32 風車騒音（虫の鳴声が混入） 41 
33 風車騒音（虫の鳴声をカット） 37 

※表 2 中の No. は、図 8 中の騒音の種類を示す番号に対応する。 

また、２－１．に示したとおり、風力発電施設のブレード（翼）の回転に

伴い発生する音は、ブレードの回転面や風向の変化、受音者との位置関係に

より、騒音レベルが周期的に変動する振幅変調音（スウィッシュ音）として

聞こえ、これがわずらわしさ（アノイアンス）に繋がる。これとは別に風力

発電施設内の増速機や冷却装置等から、特定の周波数が卓越した音（純音性
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成分）が発生することがある。このような音が騒音に含まれていると、わず

らわしさ（アノイアンス）が著しく高まることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8 様々な環境騒音の周波数特性(5) 

※図中の番号は、表 2 の No. を表す。 
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２－３．風車騒音に関する諸外国の基準等 

風力発電施設は、世界各国で広く導入が進んでおり、各国で騒音に関する

基準等も定められている。世界各国における風車騒音の基準値やガイドライ

ン値等について表 3 に示す。 
基準値・ガイドライン値等は、騒音指標として種々あるが、同じ住宅地域

に関しても 35～56dB と幅があり、昼夜の別、暗騒音との差、地域類型（田

園、住宅、工業地域に近い住宅等）を考慮しているところが多い。振幅変調

音や純音性成分に対してより厳しく扱っている国（州）や、暗騒音をベース

としてそれに５dB を加えた値を限度値として設定している国（州）もある。

例えば、ニュージーランドでは、地域類型の別に定めたある一定の値（35 又

は 40dB）と暗騒音のレベルに５dB 加えた値のうち、高い方の値を風車騒音

の限度値とする方法が定められている。 

なお、この表における「暗騒音」とは “background noise”を翻訳したもの

だが、内容を詳細に見るとほぼすべての資料において、近隣を通過する自動

車の騒音や航空機騒音、動物類の鳴き声などの一過性の特定できる騒音を除

外した騒音レベルを評価しており、（参考４）で示す「残留騒音」に相当す

ることに注意が必要である。 
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国／地方  騒音指標  
地域の類型別の騒音の基準値・ガイドライン値等  騒音の基準値・ガイドライン値等と評価時間  振幅変調音・純音性成分

への対応  
セット
バック
距離の
規定  

 
田園地域  住宅地域  工業地域に   

近い住宅地域  その他の地域  地域の類型の概要  時間帯区分  騒音の基準値・ガイド
ライン値等の位置付け  振幅変調音  純音性成分  

1 Denmark(19) Lr（6 m/s）  
Lr（8 m/s）  

42 dB (6 m/s) 
44 dB (8 m/s) 

37 dB (6 m/s) 
39 dB (8 m/s) 

－  －  ・田園地域：郊外  
・住宅地域：静穏を要する地域（住宅、休暇を過ごす

場所、キャンプ場等）  

時間帯区分なし  法律規制値  
limit values 

－  5 dB のペナ

ルティ  
－  

2 Norway(20) Lden 静穏を要する地域：45 dB ・静穏を要する地域：住宅、病院、老人ホーム、学校、

幼稚園等  
昼間（07:00-19:00）･ 
夕方（19:00-23:00）･ 
夜間（23:00-07:00）
の 3 区分  

指針の推奨値  
Anbefalte 
støygrenser 
(Recommended noise 
limits) 

－  －  －  

3 Sweden (21)  LAe q (8 m/s) 35 dB 40 dB ・田園地域：地方部の暗騒音が低い地域  
・住宅地域：一般の住居地域  

時間帯区分なし  推奨値  
recommended noise 
limit 

－  5 dB のペナ

ルティ  
－  

4 Belgium/ 
Flanders(21) 

LAe q 昼：48 dB 
夕 /夜：43 dB 

昼：44 dB 
夕 /夜：39 dB 

昼：48 dB 
夕 /夜：43 dB 

昼：45-60 dB 
夕 /夜：39-55 dB 

・田園地域：地方部  
・住宅地域：住居地域，保養地  
・工業地域に近い住宅地域：産業地域から 500 m 以内

の住居地域  
・その他の地域：産業地域、その他の地域  

昼間・夕方 /夜間の 

2 区分  

法律規制値  
threshold limits 

－  －  有  

5 Belgium/ 
Wallonia(22) 

LAe q 45 dB －  時間帯区分なし  法律規制値  
seuil 
(noise limit) 

－  －  有  

6 France(23) LAe q 昼（07:00-22:00）：暗騒音レベル＋5 dB 
夜（22:00-07:00）：暗騒音レベル＋3 dB 

（風車稼働時の騒音が 35 dB を超える場合）  
※風車高さの 1.2 倍離れた地点 :昼：70 dB，夜：60 dB 

－  昼間（07:00-22:00）･ 
夜間（22:00-07:00）
の 2 区分  

規則規制値  
valeurs admissibles 
(noise limit) 

－  －  有  

7 Germany(24) Lr 昼：60 dB 
夜：45 dB 

昼：50-55 dB 
夜：35-40 dB 

昼：60 dB 
夜：45 dB 

昼：45-70 dB 
夜：35-70 dB 

・田園地域：村落  
・住宅地域：住居専用地域、住居地域  
・工業地域に近い住宅地域：中心市街地等、多用途の

地域  
・その他の地域：保養施設等、商業地域、工業地域  

昼間（06:00-22:00）･ 
夜間（22:00-06:00）
の 2 区分  

法律規制値  
Immissionsrichtwerte
(noise limit) 

－  3～6 dB の

ペナルティ  
有  

8 The 
Netherlands(25) 

Lden 
Lnight 

昼：Lden: 47 dB 
夜：Lnight: 41 dB 

－  昼間（07:00-19:00）･ 
夕方（19:00-23:00）･ 
夜間（23:00-07:00）
の 3 区分  

法律規制値  
beperken van 
geluidhinder aan de 
norm 
(noise level) 

－  －  －  

9 United 
Kingdom(26) 

LA90, 10m in 昼：暗騒音レベル+5 dB（最低 35 dB 又は 40 dB）  
夜：暗騒音レベル+5 dB（最低 43 dB）  

－  昼間（07:00-23:00)･ 
夜間 (23:00-07:00)
の 2 区分に静穏を要

する昼間の時間帯を

追加  
月曜 -金曜   

18:00 - 23:00, 
土曜  13:00 - 18:00, 
日曜  07:00 - 18:00 

推奨値  
（罰金あり）  
noise limits 

－  1.54～5 dB
までのペナ

ルティ  

－  

10 New Zealand(27) LA90, 10m in 35 dB 又は暗

騒音+5 dB の

高い方の値  

静穏を要する地域：40 dB 又は暗騒音+5 dB の高

い方の値  
・田園地域：夕方・夜間の騒音限度が 40 dB LAe q(15 m in) 

又は  40 dB L10 以下に設定されている地域）  
・静穏を要する地域：騒音に配慮が必要な住居地域（商

業地域・工業地域の住居は除く）及び文教地区  

時間帯区分なし  規格の基準値  
noise limit 

1～6 dB の

ペナルティ  
1～6 dB の

ペナルティ  
－  

11 Australia/ 
New South 
Wales(28) 

風車騒音：

LAe q, 10min 
暗騒音：

LA90, 10m in 

35 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  －  昼間（07:00-22:00）･ 
夜間（22:00-07:00）
の 2 区分  

指針の推奨値  
recommended noise 
level 

5 dB の ペ

ナルティ  
5 dB のペナ

ルティ  
－  

12 Australia/ 
South 
Australia(29) 

風車騒音：

LAe q, 10min 
暗騒音：

LA90, 10m in 

35 dB 又は暗

騒音+5 dB の

高い方の値 

40 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  ・田園地域：田園地帯の住居地域(住居地、保養地等の

静穏を要する地域） 

・その他の地域 

 

時間帯区分なし  指針の推奨値  
noise criteria 

－ 5 dB のペナ

ルティ 

－ 

表 3 世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較(8) (1/3) 
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国／地方  騒音指標  
地域の類型別の騒音の基準値・ガイドライン値等  騒音の基準値・ガイドライン値等と評価時間  振幅変調音・純音性成分

への対応  
セット
バック
距離の
規定  

 
田園地域  住宅地域  工業地域に   

近い住宅地域  その他の地域  地域の類型の概要  時間帯区分  騒音の基準値・ガイド
ライン値等の位置付け  振幅変調音  純音性成分  

13 Australia/ 
Victoria (30 ) 

LA90, 10m in 35 dB 又は暗

騒音+5 dB の

高い方の値  

静穏を要する地域；40 dB 又は暗騒音+5 dB の高

い方の値  

・田園地域：夕方・夜間の騒音限度が 40 dB LAe q(15 m in) 
又は  40 dB L10 以下に設定されている地域）  

・静穏を要する地域：騒音に配慮が必要な住居地域
（商業地域・工業地域の住居は除く）及び文教地区  

時間帯区分なし  指針の推奨値  
noise limit 

1～6 dB の

ペナルティ  
1～6 dB の

ペナルティ  
－  

14 Australia/ 
Western 
Australia (31 ) 

風車騒音：
LAe q, 10min 
暗騒音：
LA90, 10m in 

35 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  －  時間帯区分なし  指針の推奨値  
noise generated will 
not exceed 5dB(A) 
above the 
background sound 
level or 35dB(A) 

－  －  有  

15 Canada/ 
Alberta(32) 

LAe q 交通機関との距離（３カテゴリー）と住戸密度（３段階）の 9 段
階に設定  
夜：カテゴリー1: 40-46 dB 
    カテゴリー2: 45-51 dB 
    カテゴリー3: 50-56 dB 

（昼は+10 dB、人為活動等による調整値 -10 dB～+10 dB）  

・カテゴリー1:交通量の多い道路／鉄道から 500m 以
上離れているか航空機の影響がない住居地域  

・カテゴリー2:交通量の多い道路 /鉄道から 30m 以上
500m 未満離れているか航空機の影響がない住居地
域  

・カテゴリー3:交通量の多い道路 /鉄道から 30m 未満
離れているか航空機の影響がない住居地域  

昼間（07:00-22:00）･ 
夜間（22:00-07:00）
の 2 区分  

州法規制値  
permissible sound 
level 

－  －  －  

16 Canada/ 
Manitoba(33) 

LA 40 dB（風速 4 m/s）から 53 dB（11 m/s）まで段階的に設定  －  時間帯区分なし  指針の推奨値  
recommended sound 
criteria 

－  －  有  

17 Canada/ 
New 
Brunswick(34) 

LA 40 dB（風速 4 m/s）から 53 dB（11 m/s）まで段階的に設定  
（近接風車から 1km の範囲の静穏を要する地域）  

・静穏を要する地域には、保養地、住居地域、工業地

域を含む  
時間帯区分なし  推奨値  

recommended sound 
criteria 

－  －  －  

18 Canada/ 
Ontario(35) 

LAe q, 10min 40 dB(風速 4 
m/s) か ら 51 
dB（10 m/s）
まで段階的に

設定  

45 dB（風速 4 m/s）から 51 dB（10 m/s）まで段

階的に設定（都市地域として分類された地域）  

・田園地域 (クラス 3) 
・都市地域 (クラス 1 及びクラス 2) 
・クラス 1（人口密集地で暗騒音に人工音が含まれる

地域）  
・クラス 2（クラス 1・3 の中間で、夕方（19:00 -23:00） 
・夜（23:00 - 07:00）の残留騒音が低い地域）  

・クラス 3（自然音が卓越する郊外地域）  

時間帯区分なし  環境影響評価の際の
限度値  
applicable sound 
level limits 

－  5 dB のペナ

ルティ  
－  

19 USA/ 
Colorado–Arapah
oe County(36) 

LAe q －  昼：55 dB 未満  
夜：50 dB 未満  

－  昼 :65-80 dB 未

満  
夜 :60-75 dB 未

満  

・田園地域：住宅地域  
・その他の地域：商業地域、軽工業地域、工業地域  

昼間（07:00-19:00）･ 
夜間（19:00-07:00）
の 2 区分  

州法規制値  
maximum 
permissible noise 
levels 

－  －  有  

20 USA/ 
Georgia(37) 

LAe q 55 dB －  時間帯区分なし  条例規制値  
（罰金あり）  
shall not exceed 
55 dB 

－  －  有  

21 USA/ 
Illinois(38) 

 
土地利用区分毎･オクターブバンド中心周波数別の環境騒音の限度値を設定  

クラス C 地域から  クラス A 地域への限度値  
オクターブバンド  
中心周波数  [Hz] 31.5 63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000 

昼  [dB] 75 74 69 64 58 52 47 43 40 
夜  [dB] 69 67 62 54 47 41 36 32 32 

注 .測定位置は、発生源の敷地境界から 25 フィートとする  
 

・クラス A 地域：住宅地等   
・クラス B 地域：商業・小売商等  
・クラス C 地域：農業・工業等（風力発電施設は C 地

域）  

昼間（07:00-22:00）･ 
夜間（22:00-07:00）
の 2 区分  

規格の基準値  
allowable octave 
band sound pressure 
levels 

－  －  －  

22 USA 
/Indiana–Tipton 
County(39) 

 
オクターブバンド中心周波数別の限度値を設定  

オクターブバンド  
中心周波数  [Hz] 63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000 

昼  [dB] 75 70 65 59 53 48 44 41 
注 .測定位置は、発生源から 200 フィートとする  

 

－  時間帯区分なし  条例規制値  
maximum permitted 
sound level 

－  －  有  

23 USA 
/Maine(40)  

 

 

LA 静穏を要する地域；昼：55 dB，夜：45 dB 
風力発電施設の敷地境界線上；終日 75 dB 

・静穏を要する地域：残量騒音が昼間 45dB、夜間 35dB

以下の地域 

昼間（07:00-19:00）･ 
夜間（19:00-07:00）
の 2 区分  

州法規制値  
Sound Level Limits 

5 dB のペナ

ルティ 

5 dB のペナ

ルティ 

－ 

表 3 世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較(8) (1/3) 表 3 世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較(8) (2/3) 
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国／地方  騒音指標  
地域の類型別の騒音の基準値・ガイドライン値等  騒音の基準値・ガイドライン値等と評価時間  振幅変調音・純音性成分

への対応  
セット
バック
距離の
規定  

 
田園地域  住宅地域  工業地域に   

近い住宅地域  その他の地域  地域の類型の概要  時間帯区分  騒音の基準値・ガイド
ライン値等の位置付け  振幅変調音  純音性成分  

24 USA/ 
Massachusetts 
(41) 

LA 夜間の騒音限度   
過疎地域：44 dB（風速  8 m/s），42 dB（風速  6 m/s）  
住居地域：39 dB（風速  8 m/s），37 dB（風速  6 m/s）  
村落・混在地域：45 dB，商業地域：50 dB，工業地域：70 dB 

ドイツ・デンマークの規制値を参考に、土地利用区分

別に限度値を設定  
夜間（22:00-07:00）
のみ  

推奨値  
sound pressure  
level nighttime 
limits 

－  －  －  

25 USA/ 
Michigan(42) 

LAe q 敷地境界線上：55 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  －  時間帯区分なし  指針の推奨値  
sound pressure  
level 

－  －  －  

26 USA/ 
Michigan–Huron 
County(43) 

LA90 住宅地域：50 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  
その他の地域：55 dB 又は暗騒音+5 dB の高い方の値  

地域区分についての記載なし  時間帯区分なし  条例規制値  
shall not exceed 50 
dB, or the ambient 
sound pressure level 
plus 5 dB 

－  5 dB のペナ

ルティ  
－  

27 USA/ 
Minnesota(44) 

L10 

L50 
エリア 1: 昼：65 dB（L10） , 60 dB（L50）  

夜：55 dB（L10） , 50 dB（L50）  
エリア 2: 昼夜：70 dB（L10） , 65 dB（L50）  
エリア 3: 昼夜：80 dB（L10） , 75 dB（L50）  

－  ・エリア 1：住宅地・福祉施設・学校等   
・エリア 2：商業・小売商，保養地等  
・エリア 3：農業・工業等  

昼間

（07:00-22:00）・  
夜間（22:00-07:00）
の 2 区分  

州規則  
noise standards 

－  －  －  

28 USA/ 
Minnesota–Linco
ln county(45) 

LAe q 50 dB －  －  時間帯区分なし  条例規制値  
noise standards 

－  －  有  

29 USA/ 
Nevada–Lyon 
County(21) 

LAe q 55 dB 原文の URL が削除されているため不明  時間帯区分なし  原文の URL が削除さ
れているため不明  

－  －  有  

30 USA/ 
New York–Town 
of Jefferson(46) 

LA10 －  50 dB 又は暗騒

音+5 dB の高い

方の値  

－  －  地域区分についての記載なし  時間帯区分なし  州法規制値  
（罰金あり）  
the applicable 
standard shall be the 
ambient dB plus 5 dB 

5 dB の ペ

ナルティ  
5 dB のペナ

ルティ  
有  

31 USA/ 
North 
Carolina(47)  

LAe q 55 dB －  －  時間帯区分なし  条例規制値  
shall not exceed 55 
dB 

－  －  有  

32 USA/ 
Oregon(48) 

LA50 環境悪化基準：暗騒音＋10 dB 
（暗騒音を測定していない場合は暗騒音を 26 dB とみなす）  

最大許容基準：昼間：55 dB，夜間：50 dB 

地域区分についての記載なし  昼間（07:00-22:00）･ 
夜間（22-00-07:00）
の 2 区分  

州法規制値  
ambient degradation 
standard 

－  －  －  

33 USA/ 
Pennsylvania–Po
tter County(49) 

LAe q 敷地境界線上で暗騒音+5 dB 地域区分についての記載なし  時間帯区分なし  条例規制値  
（罰金あり）  
shall not exceed 5 dB 
above ambient or 
background sound 

－  －  有  

34 USA/ 
Wisconsin(50) 

LAe q 昼間：50 dB，夜間：45 dB 地域区分についての記載なし  昼間（06:00-22:00）･ 
夜間（22:00-06:00）
の 2 区分  

州法規制値  
noise limits 

－  －  有  

35 USA/ 
Wisconsin–Shaw
ano County(51) 

風車騒音：LAe q 
暗騒音：LA90  

・暗騒音+5 dB 
・敷地境界から半径 1 マイルの範囲で 1/3 オクターブバンド毎に  

限度値を設定  

地域区分についての記載なし  時間帯区分なし  条例規制値  
（操業停止命令 ,罰金
あり）  
noise standard 

5 dB の ペ

ナルティ  
5 dB のペナ

ルティ  
有  

36 USA/ 
Wyoming(52) 

風車騒音に関する規制は設けていない  地域区分についての記載なし  －  規制無し  －  －  有  

37 USA/ 
Wyoming–Larami
e County(53) 

LAe q 50 dB (敷地境界線上 ) 地域区分についての記載なし  時間帯区分なし  条例規制値  
（罰金あり）  
noise level 

－  －  有  

注 1：地域の類型は，国（州）によってかなり異なるが，この表では各基準・ガイドラインにおける規定の内容から，おおよその分類を行っている。  
注 2：表中の量記号，略号；LA e q：等価騒音レベル（時間平均 A 特性音圧レベル）                 LA 9 0： 90%時間率騒音レベル  Ld e n：昼夕夜時間帯補正等価騒音レベル  

Lr：評価騒音レベル（等価騒音レベルに純音性及び衝撃性に対する補正を加えた値）    LA 5 0： 50%時間率騒音レベル  Ln i g h t：夜間等価騒音レベル   

Lp A L F：室内における低周波騒音の評価指標（Denmark）      LA 1 0： 10%時間率騒音レベル  Ld n：昼夜時間帯補正等価騒音レベル   

注 3：騒音の基準値・ガイドライン値の位置付けの英字等は、引用文献記載の表記を示す。  
注 4：この表における「暗騒音（ background noise）」は、実質的には JIS Z 8731 における「残留騒音（ residual noise）」に相当する。  

表 3 世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較(8) (1/3) 表 3 世界各国における風車騒音の基準・ガイドラインの比較(8) (3/3) 
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３．風車騒音の評価の考え方、調査・予測、対応策等 

２．で示した知見を踏まえると、風車騒音は、20Hz 以下の超低周波音（注）

の問題ではなく、通常可聴周波数範囲の騒音の問題としてとらえるべきもので

あり、A 特性音圧レベルでの評価を基本とすることが適当である。このような

ことを前提とした上で、ここでは、風車騒音の評価の考え方を示すとともに、

主に風力発電施設の設置事業者を想定し、風力発電施設の設置前・後に行うべ

き調査・予測の考え方を整理した。なお、今後本報告書の考え方に基づき、よ

り具体的な測定・評価手法を定めたマニュアル等を策定することが適当である。 

（注）「超低周波音」についての補足 
 我が国では、苦情の発生状況を踏まえ「低周波音」という用語が「おおむね 100Hz
以下の音」として定義され用いられてきたが、国際的には、「低周波音」の周波数範

囲は国によりまちまちで定まったものではない。一方、IEC（国際電気標準会議）

規格 61400 シリーズにより、20Hz 以下を「超低周波音」（infrasound）、20～100Hz
を「低周波音」（low frequency noise）と定義しており、国内ではこれを受けた JIS 
C 1400-0:2005（風車発電システム-第０部：風力発電用語）で同様に定義されてい

る。これを踏まえ、環境影響評価法において個別事業種ごとの技術的な指針として

定められた主務省令では、「騒音（周波数が 20～100Hz までの音を含む）」とした上

で、「超低周波音（周波数が 20Hz 以下の音）」と規定しており、「低周波音」という

用語を用いないこととされた。 
これらの状況を踏まえ、本報告書では、20Hz 以下の音を「超低周波音」とし、

それ以外の音（周波数が 20～100Hz までの音を含む）を「騒音」と表記する。 

３－１．風車騒音の評価の考え方 

風車騒音のレベルは、通常それほど高いものではないが、振幅変調音（スウ

ィッシュ音）が聞こえ、一部の風力発電施設では純音性成分を含むという特殊

性があることから、交通騒音等の他の騒音と比較して、より耳につきやすいこ

とが指摘されており、元々静穏な地域に建設されるような場合には、比較的低

い騒音レベルであっても苦情等が発生する事例がある。 

そのため、風力発電施設の設置又は発電設備の新設を伴う変更（以下、「風

力発電施設の設置等」とする。）に当たり、騒音問題を未然に防止するために

対策を講じ、生活環境を保全する上での参考となるよう、風車騒音の評価の目

安を定めることが適当である。 

ただし、風車騒音は風力発電施設の規模、設置される場所の風況等でも異な

り、さらに騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離や、その地域の地形や

被覆状況、土地利用の状況等により影響される。これらの特性を踏まえ、評価

の考え方としては、全国一律の値とするのではなく、地域の状況に応じて、必
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要な対策等を講じ生活環境を保全するための目安と位置付けることが適当で

ある。 

２．で述べたとおり、風車騒音による影響については多くの研究が国内外に

おいて進められてきており、風車騒音のレベルとわずらわしさ（アノイアンス）

を感じる程度の間には統計的に有意な関連が複数の論文で報告されている。ま

た、睡眠影響については、限定的ではあるが、風車騒音が直接あるいは間接的

に関係する可能性を示唆する知見が見られた。一方で、頭痛、耳鳴り等の健康

影響については、風車騒音との統計的に有意な関係を示す知見は確認できなか

った。評価の目安においては、これらの知見を踏まえ、わずらわしさ（アノイ

アンス）と睡眠影響に注目し、風車騒音により、人の生活環境に影響を及ぼす

おそれがある地域において、屋内の生活環境が保全されるように、屋外におい

て昼間と夜間の風車騒音をそれぞれ評価することが適当である。 

（注）「騒音に係る環境基準」では、昼間を午前６時から午後 10 時までの間、夜間を午後

10 時から翌日の午前６時までの間としており、風車騒音の評価についても同様とす

る。 

評価の目安となる値は、地域の音環境の差異を考慮し、その地域における騒

音の状況を基に、風車騒音により生ずる残留騒音からの増加量が一定のレベル

に収まるように設定することが考えられる。その際、Kono ら（1982）(54)によ

る、日常の平均的な騒音レベルよりも平均して４～５dB 騒音レベルが高くな

ると人はわずらわしさ（アノイアンス）を訴えるとする報告等を参考とし、評

価の目安となる値を「残留騒音に５dB を加算した値」とすることが適当であ

る（図 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 9 評価の目安となる値の考え方 

一過性の騒音 

（自動車の通過等） 
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一般に、騒音の評価においては、評価すべき音以外のすべての騒音である暗

騒音を基に比較等を行う。一方、風力発電施設においては、山間部等の静穏な

地域に設置されることが多く、まれに通過する自動車等の一過性の騒音により、

暗騒音のレベルが大きく変化することから、上記の評価にあたって用いるその

地域における騒音の状況としては、これらの一過性の特定できる騒音全てを除

いた「残留騒音」を基に評価を行うことが適当である。 

ただし、地域によっては、残留騒音が 30dB を下回るような著しく静穏な環

境である場合がある(8)。そのような場合、残留騒音からの増加量のみで評価す

ると、生活環境保全上必要なレベル以上に騒音低減を求めることになり得る。

そのため、地域の状況に応じて、生活環境に支障が生じないレベルを考慮して、

目安となる値における下限値を設定することが適当である（図 10）。 

下限値としては、２．の風車騒音の人への影響に関する国内外の知見におい

て、風車騒音が 35～40dB を超過するとわずらわしさ（アノイアンス）が増加

し、それにより睡眠への影響のリスクを増加させる可能性があることを示唆す

る知見があることを踏まえ、地域の状況に応じて 35～40dB の範囲で設定する

ことが考えられる。具体的には、残留騒音が著しく低く（30dB を下回る場合）

特に静穏を要する地域や、地域において保存すべき音環境がある場合（例えば

環境省の「残したい日本の音風景 100 選」等の、国や自治体により指定された

地域の音環境であって、特に静穏な音環境として保全する場合等）においては、

下限値を 35dB とし、それ以外の地域においては 40dB とすることが考えられ

る。 

以上を踏まえ、風車騒音の評価の目安は以下のとおり設定することが適当で

ある。 

 

 

 

 

 

 
 
 

評価の目安となる値：残留騒音＋５dB 

※ ただし、残留騒音が著しく低く（30dB を下回る場合）特に静穏を要

する地域や、地域において保存すべき音環境がある場合においては

35dB、それ以外の地域においては 40dB を下限値として設定する。 

※ 風車騒音の評価は、設置予定地近隣の住居等、風車騒音が人の生活環

境に影響を与えるおそれがある地域の屋外で行う。 

※ 残留騒音の測定及び風車騒音の評価は、昼間（午前６時から午後 10

時まで）と夜間（午後 10 時から翌日の午前６時まで）のそれぞれに

ついて行う。 
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図 10 評価の目安となる値における下限値の設定 

 

この目安は、風力発電施設の設置等を行う場合に、周辺住民の生活環境に支

障が生じないことを旨として定めるものであるが、騒音については感じ方に個

人差があり、また地域によって風力発電施設の立地環境や生活様式、住居環境

等が異なることに留意する必要がある。評価の目安となる値を超えない場合で

あっても、地域の音環境の保全に配慮し、風車騒音の影響が小さくなるよう、

事業者は合理的な範囲で対策を講ずるよう努めることが必要である。 

また、純音性成分を含む場合のわずらわしさ（アノイアンス）への影響や既

に風力発電施設が設置されている場合の騒音の累積的な影響については現時

点で科学的知見が十分ではない。これらの場合においては、IEC 61400-11:2012
（使用するデータは、可能な限り IEC TS 61400-14:2005 に依拠するものとす

る）に基づく純音性可聴度や、騒音の累積的な影響について把握に努めるとと

もに、わずらわしさ（アノイアンス）が大きくなる可能性がある点にも十分に

留意し、実行可能な範囲で騒音の影響を回避・低減することが望ましい。 

 
３－２．設置前における調査・予測 

風力発電施設の設置前においては、風力発電施設の音響パワーレベルを基に、

ISO 9613-2：1996 や「風力発電のための環境影響評価マニュアル(第２版)」等

 
 
 
 
騒 
音 
レ 
ベ 
ル 

(dB) 

残留騒音(dB) 



 

26 

 

の騒音の伝搬予測手法を用いて住居等のある受音点における騒音レベルを求め、

現地調査により測定したその地域の音環境の状況（静かさの程度）を表す残留

騒音（一過性の特定できる騒音を除いた騒音）を加味して、受音点における風

力発電施設稼働時の音の予測値を求める。風車騒音の評価の考え方を踏まえ、

具体的な調査・予測について以下のとおりまとめた。 

 
（１）調査 

   調査に当たっては、適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で事業

特性、地域特性を踏まえて様々な情報を収集する必要がある。特に風車騒音

については、①風力発電施設に係る音源特性、②風力発電施設から受音点ま

での伝搬特性、③風車騒音に暴露される受音点状況、に大別して検討するこ

とが重要である。 

① 音源特性 
   以下の点に留意した調査が重要である。 
 風力発電施設の仕様、製造事業者、型番、ハブ高さ、ローター直径、定格

風速、発電量等の情報 
 発生騒音の音響パワーレベル 
 定格(最大)出力時の音響パワーレベルの A 特性オーバーオール値及び周

波数特性(1/3 オクターブバンド音響パワーレベル等) 
(環境影響が最大となる状況を把握するため) 

 風速ごとの音響パワーレベルの A 特性オーバーオール値及び周波数特性

(1/3 オクターブバンド音響パワーレベル等) 
 純音性の周波数成分の有無（IEC 61400-11:2012（なお、データは可能な

限り IEC TS 61400-14:2005 により判断する）） 
 稼働中の同一機種に係る既存データ 

 
② 伝搬特性 

日本においては、風力発電施設が山間部に設置されることも多い。山間部

に設置された風力発電施設から放射された音波は、平原や砂漠等の広い平ら

な土地に設置される場合と比較し、受音点（評価地点）まで伝搬する過程で

様々な要因の影響を受け、反射、吸収、透過、屈折、回折等の現象により、

騒音レベルや周波数特性が変動しやすい。したがって、以下の点に留意した

調査が重要である。 
 起伏のある地形や山稜部による風車騒音の反射や吸収、回折現象等 

(住宅等を含む数値地図(国土交通省国土地理院のホームページ等を参照)が活用可能。) 
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 地表面の状況（河川や湖沼等も含む） 
(地表面によって音の伝搬特性は影響を受ける。) 

 風向風速や発生頻度等の風況及び温度・湿度等の気象情報 
(風力発電施設は基本的に風速が大きい地域に立地するため、受音側の屋外における風速等の気象

の状態が音の伝搬に影響を及ぼす。気象データについては、風力発電施設が設置される地域近傍

の気象観測所や測候所のデータが活用可能。また、近隣の風力発電施設で得られたデータが入手

できる場合には、ナセル高さにおける風速データが参考となる。) 

 
③ 受音点（評価地点）情報 

調査を行う地点については、風力発電施設の周辺住民の日常生活や活動の

状況を中心に、以下の点に留意することが重要である。 
 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置（家屋構造等も含む）の概況 
（特に環境保全への配慮を必要とする施設を把握するためには、現地調査が重要である。その際に

も数値地図が有効である。） 
 その地域の音環境の状況（静かさの程度） 

  
④ 調査 
  その地域の音環境の状況（静かさの程度）として、残留騒音（一過性の特

定できる騒音（「ア．除外音処理する音」）を除いた騒音）を測定する。 

 
 ア．除外音処理する音 
   風力発電施設は、比較的静穏な地域に設置されることが多いことを踏ま

え、受音点の元々の騒音レベルを適切に把握するため、除外音処理すべき

音は以下のとおりである。なお、風力発電施設は、風が吹いている状況で

稼働するものであることから、海鳴りや草木がざわめく音などの風に伴う

騒音は除外しない。ただし、風が騒音計のマイクに当たることにより生じ

る「風雑音」は取り除く必要があり、後述のとおり防風スクリーンを活用

する。 
  ⅰ）一時的に近隣を通過する自動車・船舶等の音や航空機騒音など一過性

の交通騒音 
  ⅱ）定常的には発生しない人工音 
    事件・事故、暴走族の通過、救急・緊急車両、選挙活動、防災無線等

行政的な必要な音、古紙回収などのスピーカを使った移動販売等 
  ⅲ）定常的には発生しない自然音 
    雨・雷などの自然現象に伴う音（なお、波の音は定常的に発生するも
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のとして取り扱う）、一過性と認められる動物等の鳴き声等 
  ⅳ）測定の際の付加的な音 
    測定者に対する話しかけ、測定を見つけての自転車ブレーキ音、犬の

鳴き声、測定器に対するいたずら、たまたま測定点の前面に停車した清

掃車等 

   
なお、90％時間率騒音レベル（LA90）に２dB を加算することにより、除

外音処理を行うことなく残留騒音の等価騒音レベル（LAeq）が推定できると

の知見が示されている(8)ことから、この方法を用いてもよい。 

（注）LA95でもほぼ同様の推定が可能である。ただし LA90と LA95を比較すると、LA90

の方がより安定した結果が得られ、またイギリスやニュージーランド等の諸外国

でも LA90が用いられている。 

 
イ．調査機器等 

調査機器は、基本的に騒音計(サウンドレベルメータ)、防風スクリーン

及びデータレコーダないしレベルレコーダで構成される。最近では、騒音

計内に測定データの保存機能を有するものが一般的であり、長時間のデジ

タルデータを格納することができる。 
風力発電施設周辺の地域は一般に風が強いことから、残留騒音を測定す

る際に風雑音の影響をできるだけ避けるため、防風スクリーンの使用が不

可欠である。ウレタン製の球形で径が異なる数種類の防風スクリーンが市

販されており、一般に径が大きいほど風雑音の影響を受けにくい。 
なお、風雑音の影響を最小限にする例として、推進費研究(5)では、市販

されている 20 cm 径防風スクリーン(直径 20cm、ウレタンフォーム製)を
12 面体の各面にネットを貼った二次防風スクリーンで覆った特別なスク

リーン内にマイクロホン（1/2 inch コンデンサーマイクロホン）を挿入し

て、風車騒音及び残留騒音の測定を行っている（図 11）。
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図 11 推進費研究の測定システム 

 
ウ．調査地域・地点 

風車騒音の伝搬特性を踏まえ、風力発電施設周辺における住宅等、風車

騒音により人の生活環境に影響を与えるおそれがある地域（注）を対象とす

る必要がある。この中には、病院等特に静穏な環境を保全すべき地域が含

まれる場合もある。調査地域のうち具体的な調査地点の選定に当たっては、

風力発電施設の事業実施想定区域周辺の住宅など、特定の音源の局所的な

影響を受けず地域における平均的な騒音レベルを評価できると考えられる

地点を選定する必要がある。測定は、建物外部で地面を除く反射物から

3.5m 以上離れた場所で行う。 

（注）発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該

計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価

の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選

定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

（平成 10 年６月 12 日 通商産業省令第 54 号）では、発電所一般において環境

影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲１

km の範囲内としている。 

 
エ．調査期間・時間 

測定は、年間の状況を正確に把握するため、風力発電施設が稼働する代

表的な気象条件毎（原則として四季毎、ただし、気象条件の変動が少ない

等の理由で、四季毎に調査を行わなくても音環境の把握ができる場合等は、

調査回数を減らすことができる）に行う。 
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測定は、風力発電施設の立地を計画している地点の近傍で風力発電施設

が安定して稼働する程度の風が吹いている状況で行う。なお、ある程度安

定した風速の下、長時間の連続測定を行うことは困難と考えられることか

ら、立地を計画している地点の近傍の風速との同時測定を行い、条件に適

合する風が吹いている時間帯について評価を行うこととする。 
昼間（6:00～22:00）と夜間（22:00～6:00）の時間帯について、それぞ

れ把握する。 

 

（２）予測 

① 予測に当たっての留意事項 
前述のとおり、日本においては風力発電施設が山間部に設置されることも

多い。平原や砂漠等の広い平らな土地に設置される場合と比較し、山間部に

設置された風力発電施設から放射された音波は三次元的に拡散しながら伝搬

することから、地質の状況や植生等の違い、風等の気象条件、地形等の影響

を受けやすい。 
また、距離による減衰、地表面による反射･吸音、音響的障害物による反射

及び回折、空気の音響吸収による減衰等の作用を受け、騒音の伝搬としては

極めて複雑となることに留意が必要である。 
２．で紹介した ISO 9613-2：1996 は「風力発電のための環境影響評価マ

ニュアル(第２版)」と比較して詳細な条件を組み入れることができるが、予測

計算がやや複雑であり、また、山稜部に設置する際等の、地表面からの反射

の影響が問題となる場合に反射率をどのように算定するかについて課題とな

る。一方、「風力発電のための環境影響評価マニュアル(第２版)」は、ISO 
9613-2：1996 と比較して簡易に使用できるが、気象影響等の考慮が困難とな

る。したがって、ISO 9613-2：1996 や「風力発電のための環境影響評価マニ

ュアル(第２版)」を用いる場合にはこれらの特性について十分に留意する必要

がある。 

 
② 予測 

風力発電施設の音響パワーレベルを基に、ISO 9613-2：1996 や「風力発電

のための環境影響評価マニュアル(第２版)」等の騒音の伝搬予測手法を用いて

住居等のある受音点における騒音レベルを求め、現地調査により測定した地

域の残留騒音を加味して、受音点における風車騒音の予測値を求める。 
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ア．予測地域 
予測地域は、原則として調査地域と同じとする。 

 
イ．予測地点 

予測地点は、原則として、調査地点を含め影響が想定される地点とする。 

 
ウ．予測時期等 

音源特性、伝搬特性及び受音点（評価地点）の状況を総合的に判断し、

人の生活環境への影響が最大になると考えられる時期、期間を選定する。 

 

３－３．設置後における調査 

３－２．に記載のとおり、風車騒音の予測においては、発生源からの騒音の

放射特性、伝搬過程における気象条件や地形･構造物の影響等、不確実性が大

きい要因があり、設置前の予測値と設置後の測定値が大きく異なる場合がある

ことに留意する必要がある。 
ここでは、設置後における調査の手法に係る留意点を整理した。 

①調査に当たっての留意事項 
調査に当たっては、騒音の伝搬等に影響を与える可能性がある測定環境等に

ついて、併せて把握する必要がある。少なくともナセル高さにおける風向風速、

発電出力の変動状況、空気吸収減衰を算出するために必要な気象データ(風向風

速及び温湿度)について把握する。 
除外音処理等の手法は、施設の設置前の調査に準じる。 

② 調査 
ア．調査地域・地点 

原則として、風力発電施設設置前に調査を行った地域・地点と同じとする。 

 
イ．調査期間・時間 

調査は、年間の状況を正確に把握するため、風力発電施設が稼働する代

表的な気象条件毎（原則として四季毎、ただし、気象条件の変動が少ない

等の理由で、四季毎に調査を行わなくても音環境の把握ができる場合等は、

調査回数を減らすことができる）に行う。その際、風力発電施設が定格稼

働するような季節も含めるよう努める。 
昼間（6:00～22:00）と夜間（22:00～6:00）の時間帯について、それぞれ

把握する。 
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風力発電施設は風況によって稼働状況や騒音レベルが大きく変化するた

め、ある程度安定した風速の下、長時間の騒音測定を行うことは困難と考

えられる。したがって、測定は風力発電施設の稼働状況を踏まえて、適切

な時間帯に行う。一例として、風力発電施設が安定して稼働している風速

時における 10 分間の時間平均レベル(10 分間等価騒音レベル：LAeq,10min)
を測定し、代表値とする方法が考えられる。なお、長時間にわたって風力

発電施設が安定して稼働している場合には、例えば毎正時ごとに 10 分間の

測定を行い、その時間帯全体にわたるエネルギー平均を求めることも、安

定したデータを得る上で有効である。 

 
ウ．調査結果の整理 

施設の設置後の調査結果については、昼夜に分け、風車騒音のレベルが大

きく、かつ暗騒音の影響が小さい時間帯における等価騒音レベル： LAeq,T
（注）

を確認する必要がある。また、純音性成分の有無についても確認する必要

がある。 

 
（注）推進費研究における風車騒音の測定では、夜間の毎正時 10 分間の等価騒音レベ

ル（LAeq,10min）を測定し、そのパワー平均値を代表値として用いている。なお、

等価騒音レベルの測定では、風車騒音以外の特定騒音の影響を受けやすいので、

その除去に細心の注意を払う必要がある。なお、90％時間率騒音レベル（LA90）

に２dB 程度を加算することにより、除外音処理を行うことなく等価騒音レベル

を推定できる。 

 

３－４．騒音への対応策 

風車騒音を低減するためには、まず、配置にあたって影響を受けやすい住宅

等からできる限り離すことが重要である。その上で必要な対策を検討すること

になるが、風車騒音発生のメカニズムや対策技術の進捗状況について把握する

ことは、施設構造の検討及び対策手法の確認に必要不可欠である。   

また、風力発電施設に対するわずらわしさ（アノイアンス）は、騒音のみな

らず視覚など他の要素等も関わっている。このため、風力発電施設の設置等に

当たり、騒音問題を未然に防止するためには、騒音低減策のみならず、地域と

のコミュニケーションや、協定の締結等によるソフト面の対策も求められる。 

そのため、本検討会の下に設けられた風力発電施設に係る騒音対策技術等に

関する分科会等において、風力発電施設の設置事業者及び製造事業者からのヒ
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アリング等により、風力発電施設の設置の実態及び具体的な対策事例について

知見の収集を行った。 

 

（１）対策技術的な事項 

日本に設置されている風力発電施設のうち、主要な製造事業者 17 社のも

のについて、定格出力ごとの A 特性音響パワーレベル（カタログ値）を整理

した図を以下に示す。図 12 のとおり、定格出力の増加に伴い A 特性音響パ

ワーレベルが上がる傾向が見受けられるが、同じ定格出力でも 10dB 近くの

差がある事例もあり、風力発電施設を選定する際には、低騒音型の機種を選

定することが重要である。また、風車騒音に純音性成分が含まれるとわずら

わしさ（アノイアンス）が著しく高まることから、選定の際には IEC 
61400-11:2012 に示された方法により純音性可聴度（Tonal Audibility）を確

認し、より低い機種を選定することが重要である。その際、使用するデータ

は、可能な限り IEC TS 61400-14:2005 に依拠するものとすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 12 定格出力とＡ特性音響パワーレベルの関係 

設置後の騒音対策としては、立地済みの施設のブレード（翼）へ空力音低

減デバイスを追加したり、遠隔監視や現地訪問によって音の発生状況を調査

している事例が見られた。また、ブレード（翼）等の各部品の製造事業者に

よる要素技術での騒音対策に留まらず、風力発電施設全体を総体として騒音

低減に取り組む事例が確認された。また、受音側の対策として、住宅の防音
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対策措置の導入等の事例があった。 

具体的な事例について、１）機械・筐体等に係る騒音低減の取組、２）空

力音に係る騒音低減の取組、３）風力発電施設の制御に係る騒音低減の取組、

の３つに分けて以下に示す。 
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１）機械・筐体等に係る騒音低減の取組 

現在実施・検討されている具体的な事例 

ナセル 固体伝搬音に対する機器対策として、低振動型機器を使用する 

ナセル透過音（空気音）対策として、ナセルのパネル防音材（遮音材・吸音材）の施工

による遮音・吸音強化を行う 

固体伝搬音の放射対策として、動吸振器の設置による放射面の制振や、ダンピング材（振

動防止材）の取付けによる放射面の減衰付与を行う 

共振抑制用制振材を取り付ける 

増速機 固体伝搬音に対する機器対策として、メンテナンス・修理による低振動化を行う 

防振ゴムを用いた支持による低振動化を行う 

固体伝搬音の放射対策として、機器設置部への防振材挿入による防振支持、振動絶縁を

行う 

ギアレスの風力発電施設を導入する 

歯車のかみ合いの精度の向上や、歯面の的確な表面処理、摺動部分の粗さの管理等によ

り騒音を低減させる 

増速機をサポートしている部材の共振防止を行う 

摺動部の油の循環を改善するため、添加剤の追加による抵抗減及び劣化抑制を行う 

軸受け破損による騒音レベルが高い為、早期調査・発見をし、交換を実施する 

コンバータ 

冷却ファン 

放射開口部対策としてサイレンサーを設置する 

低出力時に停止させたり、インバータ制御により回転数を下げる 

冷却器を水冷にすることにより、冷却効率や信頼性の向上とともに、騒音を低下させる 

冷却ファンに遮音ルーバーを取り付け、騒音低減を行う 

内部調整を実施することにより、周波数特性をなだらかにすることで、聴感的な静音性

を向上させる 

設計により、低速回転化を実施する 

電力変換器 想定以上の騒音が発生した際は、製造事業者に速やかな改修等を依頼する 

タワー 固体伝搬音対策として、増速機付近からタワー表面にアクティブ型の制振装置を導入す

ることにより、ピーク周波数の低減を図る 

固体伝搬音対策として、高分子材料（減衰材料）を構造に貼り付けることにより、騒音

の低減を図る 

ブレードの加振周波数と共振しないようにタワーを設計する 

基礎部分に砂利を入れ、内部減衰により、共振のピークを下げるようにする 

タワー部分を密閉構造化する。また吸排気口等の開閉部の開閉回数を削減する 

利用素材 内部摩擦が大きく、繊維が複雑に絡み合うことにより、騒音減衰効果が期待されるよう

な部材を採用する 
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２）空力音に係る騒音低減の取組 

現在実施・検討されている具体的な事例 

ブレード ブレードの表面平滑化・先端のナイフエッジ化・後縁の鋭角化、ツイストバックの導入等

による、翼型の低騒音化を図る 

既設風力発電施設のブレードに後付け可能な空力音低減デバイスの開発、設置を行う 

風速に応じたブレードのピッチ角とピッチ角速度の制御を行うことにより、回転速度を制

御し、騒音を低減させる 

タワーとブレードをできる限り離した設計とすることにより、スウィッシュ音の低減を図

る 

ダウンウィンド型を採用し、発電施設のナセルとローターに影響を受ける前の風向を、高

い精度で確認することにより、ローターと風向の偏差角によるエネルギー損失を低下さ

せ、騒音を低下させる 

空力音予測 

モデル 

既存の空力音予測モデルを風洞実験と CFD（数値流体解析）等により改良し、予測精度

を向上させ、性能を低下させることなく低騒音化を図る 

有限要素法を使ったタワーやブレード周辺の空気流れの解析技術を開発する 

 
 
３）風力発電施設の制御に係る騒音低減の取組 

現在実施・検討されている具体的な事例 

回転翼の制御 回転翼の回転速度を低減し、周速を抑制することにより騒音の低減を図る 

風向等に応じて、回転速度を制御することにより、騒音を抑制しつつ発電効率の低下を最

小限にとどめる 

発電効率の低下する低騒音型の運転においても、十分に事業として成立する技術を開発す

る 

自動監視・制御 

システム 

住宅の近傍にマイクを置き、実際の騒音に応じて風力発電施設の回転速度を制御する 

風車騒音、風向、風速等のデータからシミュレーションにより音の伝搬を予測し、回転速

度を制御する自動監視システムを開発する 

風向きと回転翼の軸方向との偏差角を極力減らせるようなシステムを開発する 

研究開発体制 施設の設置及び配置に当たり、住宅や事業所との離隔距離を総合的に解析し、風力発電施

設の設置事業者と製造事業者の共同で事業計画を策定する 
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（２）設計･運用的な事項 

風力発電施設の運用による発生源の周波数特性の変化、風洞実験と CFD
（数値流体解析）等による既存予測モデルの改良及び予測精度の向上、風力

発電施設の設置事業者から騒音測定データ等のフィードバックを受けそれ

を反映した設計、落雷や軸受の異常時の自動停止や常駐監視員による音の確

認などが実施されている。 

具体的な事例について、１）設計・計画時になされる騒音対策、２）設置・

稼働後になされる騒音対策、の２つに分けて以下に示す。 

 
１）設計・計画時になされる騒音対策 

現在実施・検討されている具体的な事例 

音響データ等の 

測定状況 

機種別及び風速別に音響パワーレベルを測定する 

施設単機は IEC61400 シリーズ等に準拠した騒音測定を実施し、施設全体の騒音評価を、

風力発電施設の設置事業者と共同で測定する 

音響データの活用 風力発電施設の設置事業者に逐次データを報告し、データを考慮した設置を実施する体

制を整える 

風力発電施設の 

選定 

可能な範囲で風車騒音のパワーレベルが低い機種を優先的に選定する 

実際に風力発電施設が設置されている類似の現場を調査し、騒音対策や共振等の状況を

風力発電施設の製造事業者から確認する 

風力発電施設の 

設置位置 

風力発電施設の設置場所について、社内規定等で住宅からの距離を定め、できる限り距

離を確保する 

谷間等の地形には風力発電施設の設置を避ける 

台風等の様々な気象状況をデータベース化し、地形の状況や民家までの距離を考慮して

シミュレーションを行うことにより、事前に騒音の伝搬を予測し、設置に不向きな地域

の判断を行う 

環境関係コンサルタントを適宜活用し、総合的・客観的評価を行うことにより、立地の

検討を行う 

風力発電施設の製造事業者提供の騒音データ及び地形の影響等を考慮することにより、

風力発電施設を的確な配置とする 

風車騒音等の測定 住民不安を払拭するため、測定ポイントの追加や強風時、季節の違いを踏まえて測定を

行い、評価書等で報告する。稼働後も現状把握の目的で測定を実施する 
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２）設置・稼働後になされる騒音対策 

現在実施・検討されている具体的な事例 

風力発電施設の 

機器の交換 

風力発電施設の設置事業者と製造事業者の間で頻繁に打合せを行い、不具合等が確認さ

れた場合は新たな部品が開発され次第、交換を実施する 

風力発電施設の 

回転数低減 

風向・風速を調査し、騒音が暗騒音を一定以上超過する場合は施設を一時停止する 

測定データの蓄積 風力発電施設の設置事業者から測定データ等のフィードバックを受け、それを反映した

設計等を考慮する 

稼働後の異音 現地状況を把握した上で、購入時に想定されていない異音等の対策を風力発電施設の製

造事業者と共同で実施する 

住民からの要望を受け止め、複数の対策を提案することにより解決を図る 

事後調査 風力発電機の設置後に事後調査を行い、予測結果が適切かどうかの確認を実施する 

風力発電施設の 

監視体制 

落雷や軸受の異常が発生、もしくは発生のおそれがある場合は、異常信号が送信され、

自動停止やメンテナンス等を行うことのできる 24 時間の監視体制を実施する 

見た目だけでなく、音に変化が生じることも考慮し、常駐監視員による音の確認を行う 

ブレードへの雷撃等による破損や、風による堆積物の監視を望遠レンズで実施する 

風力発電施設の 

維持管理 

年間１～２回は落雷等により、レセプターの飛散や翼の破損が発生するため、保守点検

を実施する 

風力発電施設の設置事業者は不具合や問題点、改善要望を風力発電施設の製造事業者に

連絡し、また製造事業者は設置事業者に点検項目等を提示し、異音発生が無いように共

同で対応を行う 

オンラインによる騒音の遠隔監視システムにより、騒音発生を抑制する 

予防保全対応を行い、施設・機器を最適な状況に維持することにより、異音を防止する 

施設破損等の問題発生時は 24 時間以内を目途に現地入りし、対策を検討することので

きる体制を取る 

保安規定として、１年点検（施設停止）、半年点検（施設停止）、各月点検（目視）を行

い、また管理事務所にて適宜モニタリングを行う 

受音側対策 風力発電施設設置後に苦情が発生した際に、受音点対策として住宅の窓等の防音性能を

高める 
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（３）関係者間のコミュニケーション 

風車騒音については、感覚公害特有の問題点を踏まえ、風力発電施設の設

置事業者、製造事業者、地方公共団体、地域住民等の関係者間でのコミュニ

ケーションを推進していくことが重要である。 

風力発電施設の設置事業者による説明会の実施、施設の設置及び配置に係

る住宅・事業所との隔離距離の総合的解析に基づく最適事業計画の策定、苦

情発生時のフォローの継続や地元住民・地元自治体との協定締結などの、地

域住民との良好な関係を維持するための取組がなされている。また、こうし

た取組により、実際に苦情発生が少なくなった等、適切な対応事例も確認さ

れた。 

さらに、苦情発生時における住民対応やその後の改善策の導入等、風力発

電施設の設置事業者及び製造事業者が連携して対応し、効果的な対策を実現

している事例も確認された。 

これらの具体的な事例を以下に示す。 
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現在実施・検討されている具体的な事例 

風車騒音等に係る 

説明 

関係機関と協力して、超低周波音等の適切な説明を案件ごとに繰り返し実施する 

設置計画等の総合的･客観的データを環境影響の説明の一つとして公開し、住民への確認

と了解を頂く等、万全を期す 

新規開発案件では設置計画の初期段階から、住民説明会等を開催し、地域との協調性を

図る 

小学校での再生エネルギーに関する教育等を実施する 

苦情が発生した際には、なぜ苦情を言っているのかについて十分に事情を把握し、誠意

をもって適切な対応を行う 

苦情が発生した際には、施設の稼働停止を１基ずつ繰り返し、またデータ提供を行いな

がら、説明、確認を実施する 

施設周辺の問題解決について長期的な対応を行うこととし、苦情発生時のフォローを継

続する 

地元自治会と良好な関係を築くために、協定を締結（可能な場合、立会者として地元自

治体が介在）する 

地域住民及び公共団体とコミュニケーションを取り、事業活動を理解してもらうととも

に、異音発生等の情報を提供してもらう 

地元説明は同一町内のみではなく、施設から半径何百ｍなど、エリアを決めて説明する 

現地の地方公共 

団体との協力 

施設設置計画において、地方公共団体の長から、地元住民に対して設置に係るメリット

やデメリットの説明をしてもらい、総合的に判断をしてもらう 

苦情等が発生した場合は対応を統一化するため、自治体の環境課に窓口をしてもらう。

また苦情申し立ての際には地区長にも来てもらうようにする 

国や地元の地方公共団体と円滑な情報交換を実施し、苦情対応等の際に、一体化して対

応を行う 

地元貢献 地元イベントや観光利用等の協力を行うなど、地元への貢献を行う。また、発電施設周

辺を津波の避難場所として設定する 
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３－５．今後必要な取組 

３－４．で示した騒音への対応策事例を踏まえて、今後、さらに必要と考え

られる取組について以下に示す。 

 

（１）対策技術的な事項 

ア．短期的事項 
風力発電施設の固体伝搬音やブレード（翼）の空力音等について、導入可

能な対策とその騒音低減効果の整理や適切な情報発信が求められる。また、

振幅変調音に係る対策については、航空等他業種の類似事例も参考にしつつ、

空気の流れ等を考慮した低騒音型のブレードの開発が求められる。純音性成

分に係る対策としては、増速器・冷却ファン等の騒音発生源の低騒音化とと

もに、サイレンサーの設置等、機械部分からの騒音に関する追加的な防音対

策等も有効であると考えられる。 

 
イ．中長期的事項 

音の性質に着目した技術的対策や、空力音予測モデルの適切な活用による

運転方法の確立を行うとともに、騒音低減のために回転数を抑制した場合の

発電量低下の対策を行い、立地条件を反映した空力音伝搬予測モデルの検討、

騒音抑制のための取組を広く推進させるための支援的な技術の検討開発が

期待される。 

 

（２）設計・運用的な事項 

ア．短期的事項 
個別施設におけるデータの収集・蓄積を図りつつ、風力発電施設のスペッ

クの設定における風車騒音等に関する情報整理や、騒音低減性能確保のため

の保守管理対策の実施、施設設置の際の気候・土地利用状況等による音の影

響の違いを踏まえた場所別の対策の実施などが期待される。 

 
イ．中長期的事項 

製造コストやランニングコスト面から更なる騒音低減を図ることは容易

でないが、下記（３）等を考慮し、引き続き風力発電施設の設置事業者、製

造事業者と継続的に環境対応を深めていくことが重要である。 
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（３）関係者間のコミュニケーション 

ア．短期的事項 
施設設置計画段階における風力発電施設の騒音対策など、より一層の環境

保全対策を中心とした研究の促進を進めるとともに、風車騒音の聴覚的印象

等に係る地域住民への正確な情報提供、さらには、地域住民が抱える懸念に

対して説明会実施等において整理して対応し、運転開始後においても定期的

な運転状況等を情報提供していくことが望まれる。 

 
イ．中長期的事項 

安価で取り扱いやすく利用しやすい技術や対策の検討を行うとともに、風

力発電施設の設置事業者や製造事業者の環境意識や専門知識の向上を図っ

ていく必要がある。また、関連する地方公共団体職員の専門知識のより一層

の向上を図るための教育等の実施も必要である。風車騒音のわずらわしさ

（アノイアンス）は風力発電施設について肯定的にとらえる住民間では低く、

風力発電施設の設置に対する受容性が上がるという知見も報告されている。

これらのことも踏まえつつ、コミュニケーション手法の検討を深めていくこ

とが望まれる。 
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４．本報告書の活用と今後の課題 

 本検討会では、風力発電施設の設置事業者・製造事業者、行政（国、地方公

共団体）、地域住民等の関係者の参考となるよう、現時点までの知見及び風車騒

音の評価方法について取りまとめた。 

  本報告書で明らかになったことについて、技術的な調査事項等に限らず、関

係者間のコミュニケーション等のソフト面の対応を含め、様々な関係者の方々

により活用され、よりよい取組・対策が行われることを期待したい。 

（１）風力発電施設の設置事業者・製造事業者による活用と課題 

   本報告書は、計画段階及び設置後の風車騒音等の調査、予測及び評価につ

いての考え方を整理するとともに、風力発電施設の設置事業者及び製造事業

者が取り組んでいる対策内容も取りまとめており、特に設置事業者に広く活

用されることを期待する。 

   また、引き続き、設置事業者及び製造事業者において、特に次の項目につ

いて調査や検討を深められていくことが望まれる。 

○ 設置事業者と住民間の円滑なコミュニケーションを推進するための各種ツ

ールの開発・普及等、総合的な取組の実施 
○ 設置事業者と製造事業者の相互協力による、立地現場や運転状況に即した

騒音対策技術の導入・開発等の騒音対策の実現 
○ 風車騒音の聴覚的印象に関する正確な情報の普及啓発等による地元住民の

理解促進 
○ 風力発電施設の騒音低減のための技術開発・運転方法改善等の情報の収

集・発信 
○ 個別の設置施設におけるデータ等の収集・蓄積（気象条件・土地利用状況

等による音の違いによる対策等） 
○ 安価かつ取り扱いやすい技術や、対策の検討等による一層の環境保全対策

を中心とした研究の促進（既存施設への導入や、伝搬に関する騒音予測モ

デル等の検討） 
○ ISO 9613-2：1996 や「風力発電のための環境影響評価マニュアル(第２版)」

等の特徴を踏まえた、風車騒音の受音点における新たな予測手法の開発 
○ 設置後における風車騒音の調査データの蓄積と予測への活用 
○ 騒音ラベリング制度等の導入可能性の検討 
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（２）行政（国、地方公共団体）による活用と課題 

本報告書において騒音対策手法の事例や対応に関する現状と課題を取りま

とめたので、地方公共団体の職員が設置事業者や住民に対応する時に適切に

活用されること、地方公共団体自らが調査を行う場合は、本報告書に記載し

た調査手法を参考とされることを期待する。また、環境影響評価の際に、調

査、予測及び評価において本報告書の考え方を参考とされることを期待する。 

今後の課題として以下にそのいくつかを例示する。 

 
① 風力発電施設の技術・運用、普及啓発等に関する事項 
風力発電施設に関して寄せられる苦情に適切に対応できるようマニュアル

等を整備・反映するとともに、設置事業者が実施している対策技術のうち、

他の施設にも応用できる事例等を収集・共有ができるような仕組みの検討や、

風車騒音の聴覚的特性に関する正確な情報等の普及啓発による地元住民の理

解促進への取組等が望まれる。 
風力発電施設に対する騒音苦情については、騒音レベルや音の性質だけで

はなく、視覚的な要素等も関係すると考えられる。これらの騒音以外の要素

の影響についても、引き続き知見の収集に努め、対応策について検討するこ

とが必要である。 

 
② 風車騒音の影響・評価に関する事項 
本検討会において、風車騒音の評価の目安を３－１．のとおり整理したが、

次に掲げる点を中心に引き続き知見の集積を図り、今後必要に応じて評価の

目安を見直していくこととする。 

○既に設置されている風力発電施設の現地における事後調査の分析結果を踏

まえた風車騒音の伝搬等に関すること 

○純音性成分の評価等の、現時点で知見が不足している風車騒音の人への影

響に関すること 

○既に風力発電施設が設置されている地域に新たに別の風力発電施設を建設

する場合の騒音の累積的な影響に関すること 

○今後風力発電施設が超大型化した場合の騒音等の影響に関すること 

 
なお、静穏な地域における音環境については、風力発電施設に限らず立地

する全ての騒音発生施設を対象に検討する必要があり、今後、諸外国の事例・

制度等の調査を行いつつ、我が国における静穏な地域での音環境の調査・予

測・評価のあり方について、検討していく必要がある。 
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（３）地域住民の理解促進 

本報告書は、風車騒音の調査及び評価の考え方・対策技術等に加え、風車

騒音の発生のメカニズムやわずらわしさ（アノイアンス）の感じ方等の最新

の知見等も整理している。風力発電施設の設置に関して課題になり得ると考

えられる点について設置事業者等とコミュニケーションを進める際に、参考

として活用していただきたい。 
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(参考４) 風車騒音に係る音響用語の解説 

 

1 環境騒音の分類 

 一般の環境では、複数の騒音が同時に存在するのが普通である。そこで、JIS Z 8731

「環境騒音の表示・測定方法」には、以下のような騒音の分類が示されている。 

総合騒音（total noise）：ある場所におけるある時刻の総合的な騒音。 

特定騒音（specific noise）：総合騒音の中で音響的に明確に識別できる騒音。騒音源が特

定できることが多い。 

備考：ある場所におけるある時刻の総合騒音のうち、すべての特定騒音を除いた残りの

騒音を残留騒音（residual noise）と呼ぶことがある。また、ある特定の騒音に着目した

とき、それ以外のすべての騒音を暗騒音（background noise）ということがある。 

 以上の騒音の分類を図示すると、図 1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 環境騒音の構成          (b) 特定騒音と暗騒音 

図 1 騒音の構成に着目した環境騒音の分類 

 

2 デシベル 

電気や音響の分野では、ある物理量の大きさを表す場合、そのままの値で表す以外に、

予め決められた基準値との比をとって常用対数で表し、さらにそれを 10 倍した値として

表す方法がよく用いられている。このように表された値をレベルと呼び、単位にデシベ

ル（dB）を用いる。 

音についてこのような表し方をするのは、人が聞くことができる音の強さ（音圧の２

乗に比例する物理量）の範囲がきわめて広く、そのままで扱うと数値の範囲が 10 桁以上

にもなるが、レベルで表せばほぼ２桁の範囲に収まること、また音の大きさの感覚が音

の強さの対数にほぼ比例する（Fechner の法則）ことによる。 
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3 音響パワーレベル（sound power level）：LW 

音源が１秒間に放射する音のエネルギーを音響パワー[ P ：単位はワット（ J/sW  ）]

といい、それを次式のようにレベル表示した量を音響パワーレベルという。この量は、

定常的に音を発生している音源の音響放射量を表す場合に用いられる。単位はデシベル

（dB）。 

 
0

10log10
P

P
LW   ……(1) 

ただし、P0：基準の音響パワー（10-12 W(=J/s)） 

なお、環境騒音の問題では、音響パワーにも A 特性（後述）の周波数重み付けをして

表示することがあり、その場合の音響パワーレベルを A 特性音響パワーレベルという。 

 

4 音圧レベル（sound pressure level）：Lp 

空間のある点における音圧（p：単位は Pa）を次式のようにレベル表示した量を音圧

レベルという。単位はデシベル（dB）。 

2
0

2

10log10
p

p
Lp   ……(2) 

ただし、 0p ：基準の音圧（ μPa02 ）。 

上式は、数学的には )/(log20 010 pp と表すことができるが、デシベル表示の原則によれば

上式が正式の定義である。 

 

5 A 特性音圧レベル（A-weighted sound pressure level）：LpA 

いろいろな周波数の成分を含む音を聞いたときに人が感じる音の大きさ（ラウドネス）

を簡便に評価するために、図 2 に示す A 特性と呼ばれている周波数重み付けをした音圧

レベルが広く用いられている。このようにして評価した音圧レベルを A 特性音圧レベル

または騒音レベルと呼ぶ。 

A 特性は、図 3 に示す人のラウドネス感覚の周波数特性（等ラウドネス曲線）で、音

圧レベルが比較的低い場合には 1,000 Hz～4,000 Hz の範囲で最も感度が鋭く、それより

低い、あるいは高い周波数で感度が鈍くなっていることを考慮した周波数重み付け特性

である。 
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6 C 特性音圧レベル（C-weighted sound pressure level）：LpC 

図 2 に示す C 特性と呼ばれている周波数重み付けをして評価した音圧レベルである。

C 特性は、図 3 で音圧レベルが比較的高い場合には、等ラウドネス曲線が平たんに近づ

いていることから、比較的高い音圧レベルの音のラウドネスを評価するために提案され

た特性である。 

 

7  時間率騒音レベル（percentile level）：LAN,T 

変動する騒音レベルを統計量として評価する指標で、図 4 に示すように騒音計の時間

重みづけ特性 Fによって測定した騒音レベルが評価の時間 TのうちNパーセントの時間

にわたってあるレベル値を超えている場合，そのレベルを N パーセント時間率騒音レベ

ルとする。たとえば，LA50,10minは，10 分間のうちの 50 ％の時間にわたって騒音レベル

がその値以上である場合に用い、騒音レベルの中央値という。地域の音環境の特性とし

て残留騒音を評価する際には、一定の時間 T（10 分程度とすることが多い）における 90

パーセント時間率騒音レベル LA90,Tあるいは 95 パーセント時間率騒音レベル LA95,Tが用

いられる。 
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図 2 周波数重み付け特性（A 特性、C 特性） 図 3 純音に対する等ラウドネス曲線 
  （ISO 226） 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 



 

58 

 

 
図 4 時間率騒音レベル 

 

8 等価騒音レベル（equivalent continuous A-weighted sound pressure level）：LAeq,T 

 あらかじめ決められた時間における騒音レベルをエネルギー平均的に評価するために、

次式で定義される等価騒音レベル（時間平均騒音レベルともいう）が国際的に広く用いら

れている。単位はデシベル（dB）。 
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ただし、T=t2-t1 [s]（評価時間）。 

 この式の意味は、図 5 に示すように、評価時間 T の全体にわたる A 特性音圧の 2 乗の

時間積分値（総量）をその時間で平均し、デシベル表示した値ということである。評価

時間 T としては、環境騒音を評価する場合には、1 日（24 時間）、昼間・夜間あるいは

昼間・夕方・夜間の時間帯の別などとする。なお、長時間の等価騒音レベルを求める過

程で、10 分など短時間の等価騒音レベルを求めることもある。 

騒音の影響が時間帯によって異なるということから、時間帯別に騒音に重みづけをし

て 1 日にわたる等価騒音レベルとして評価することも行われている。このような補正を

含む等価騒音レベルを時間帯補正騒音レベルという。 

 

 

 

 

 

図 5 等価騒音レベル（時間平均騒音レベル） 
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9 評価騒音レベル（rating sound level）：LAr,T 

 衝撃的な音は驚愕効果があること、卓越した純音性成分を含む音は目立ちやすく、不

快に感じられること等から、これらの成分を含む騒音の評価方法として、LAeq,Tに補正を

加えた指標。騒音の環境基準として採用している国も存在するが、補正対象の音をどう

定義するか、補正値をどの程度に設定するかについては、まだ国際的なコンセンサスは

得られていない。 

 

10 振幅変調音（amplitude-modulated sound） 

 風力発電施設のブレードの回転によって、音圧の振幅に規則的に強弱がついた音が発

生する。このような音は、シュー、シューというように聞こえることから、スウィッシ

ュ音（swishing sound）とも呼ばれている。振幅変調を含む風車騒音の測定例を図 6 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 振幅変調を含む風車騒音の例（F 特性, S 特性による騒音レベル記録） 

 

11 純音性成分（tonal components） 

 風力発電施設の機種によっては、ナセル内の増速

機や冷却装置から発生される「ウィーン」あるいは

「ブーン」といった音が聞こえる場合がある。この

ような特定の周波数が卓越した音（純音性成分）は、

騒音レベルの増大はわずかでも耳障りな音質となり、

わずらわしさ（アノイアンス）を高める。風車騒音

に含まれる純音性成分の評価方法としては、JIS C 

1400-11（IEC 61400-11 に対応）の中で純音性可聴

度（tonal audibility）の検出方法が規定されている。 
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図 7 純音性成分を含む風車騒音の例 

（FFT 狭帯域分析） 
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12 ラウドネス、ノイジネス、アノイアンス 

 ラウドネス、ノイジネス、アノイアンスの定義を巡ってこれまでに多くの報告がある。

しかし一般に、ラウドネスは音の強さと関係のある感覚属性、ノイジネスは音色の悪さ

に伴うネガティブな印象、アノイアンスは日常生活において仕事、やすらぎ、安眠など

生活を妨害する音による社会的影響（音源に対する怒り、苛立ちなど）としてとらえ、

アノイアンスが非音響的要因を含むとする点では諸報告を通じて共通する面がある。 

 

13 閾値 

 感覚を生じる最も小さな刺激値。聴覚では「聞こえる」音と「聞こえない」音の境目

にあたる刺激値を指す。 

 


